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務 管 理 の お 話 。

◆賃金請求権の消滅時効期間の延長
　令和２年４月１日以降に支払期日が到来する労働者の賃金請求権についての消滅時効期間を賃金支払期日
から５年（これまでは２年）に延長しつつ、当分の間はその期間が３年となりました。
　なお、退職金請求権（現行５年）などの消滅時効期間などに変更はありません。

　コンプライアンスに基づいた労務管理やワークライフバランスは、間違いなく働く人
のモティベーションを高めて、事業の生産性、効率がアップしています。
今回は、令和2年4月1日労基法改正についてです。

令和2年4月1日に
施行された労基法改正

（ ）

時効期間が延長の対象となるもの

金品の返還（労基法23条、賃金の請求に限る）
　使用者は、労働者の死亡又は退職の場合で、権利者の請求があった場合、７日以内に賃金を支払い、積立
金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。

賃金の支払（労基法24条）
　①賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
　②賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時については、この限り
　　でない。

非常時払（労基法25条）
　使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請
求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。

休業手当（労基法26条）
　使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均
賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。

出来高払制の保障給（労基法27条）
　出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保
障をしなければならない。

時間外・休日労働等に対する割増賃金（労基法37条）
　使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、
その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の２割５分以上５割以下

の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長
して労働させた時間が１ヶ月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常
の労働時間の賃金の計算額の５割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

年次有給休暇中の賃金（労基法39条9項）
　使用者は、第1項から第3項までの規定による有給休暇の期間又は第4項の規定による有給休暇の時間につい
ては、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、それぞれ、平均賃金若しくは所定労働時間労働し
た場合に支払われる通常の賃金又はこれらの額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の
賃金を支払わなければならない。

治 /療 /最 /前 /線

　腫瘍数が多い､脈管侵襲や肝外転移があるなどで3大治療の適
応とならない場合､肝がんの進行抑制・生存期間延長を目的とした
分子標的治療薬による全身薬物療法が行われます。全身薬物療法
に用いられる分子標的治療薬には､VEGFRチロシンキナーゼ阻害
薬や抗VEGFR抗体製剤があります。これらはいずれも血管内皮増
殖因子(VEGF)を介した血管新生を阻害することで腫瘍細胞への
栄養供給を阻害し､腫瘍増殖抑制効果を発揮する血管新生阻害
薬です。
　｢肝癌診療ガイドライン2017年版｣では､切除不能進行肝細胞
がんに対する分子標的治療を推奨しています。3大治療の適応とな
らず全身状態(PS)､肝予備能ともに良好な症例に対し､まず1次治
療として､VEGFRチロシンキナーゼ阻害薬ソラフェニブ(商品名：ネ
クサバール)とレンバチニブ(商品名：レンビマ)を強く推奨していま
す。さらに､1次治療でソラフェニブを用いて病勢進行を示した症例
への2次治療にはレゴラフェニブ(商品名：スチバーガ)を強く推奨し
ています。なお､抗VEGFR抗体製剤ラムシルマブ(商品名：サイラ
ムザ)は2019年6月に肝がんへの適応が追加され､新たにソラフェ
ニブ治療後の2次治療の選択肢に加わりました。分子標的治療薬
を用いた全身薬物療法は､今後さらなるエビデンスの蓄積により治
療選択肢の拡大が期待されています。
なお､これら血管新生阻害薬には特有の心血管系副作用があり、
特に出血や血栓塞栓症は生命に関わる重大な副作用のため慎重
に経過観察を行う必要があります。さらにVEGFRチロシンキナー
ゼ阻害薬では手足症候群などの皮膚障害が高頻度で発現します。
手足症候群は患者さんのQOL低下のみならず、重症化すると薬
剤の減量・休薬が必要となり、十分な治療効果が得られなくなると
いう問題もあります。手足への刺激を避ける、保湿剤によるスキン

ケアなどの患者指導により予防・重症化予防が期待できるため、
VEGFRチロシンキナーゼ阻害薬の服薬指導においては手足症候
群予防のための指導や支持療法が重要です。

分子標的治療薬を用いた全身薬物療法【 】

▼切除不能進行肝細胞がんに対する分子標的治療

▼肝がん全身薬物療法アルゴリズム一例

▼肝がんに用いる分子標的治療薬一覧

〈肝癌診療ガイドライン2017年版（日本肝臓学会）を参考に作表〉

〈肝癌診療ガイドライン2017年版（日本肝臓学会）、
各添付文書を参考に作図〉

〈各添付文書を参考に作表〉＊1:ソラフェニブ不耐例には使用不可　
＊2:ソラフェニブに不耐容、又はソラフェニブで治療中もしくは治療後に増悪した症例で血清AFP値400ng/mL以上の症例に限る
＊3:ソラフェニブ以外の前治療を行った症例における有効性、安全性は確立していない

【参考資料】　国立がん研究センターがん情報サービス｢がん登録・統計｣ ｢でんし冊子 肝細胞がん｣、第20回全国原発性肝癌追跡調査報告(2008～2009年、日本肝癌研究会)､
エーザイの肝疾患サポートサイト、今日の治療指針2020(医学書院)､薬がみえるvol.3(メディックメディア)､

　　　　　　肝癌診療ガイドライン2017年版(日本肝臓学会)、各添付文書

※ソラフェニブ以外の前治療を
　 行った症例における有効性、
　 安全性は確立していない

※ソラフェニブ不耐例を除く ※ソラフェニブに不耐容、又は
ソラフェニブで治療中もしくは
　治療後に増悪した症例で
　血清AFP値400ng/mL以上

●1次治療:ソラフェニブ、レンバチニブ
・外科切除や肝移植、局所療法（RFA）、TACEが適応とならない
・全身状態（PS）が良好
・肝予備能が良好（Child-Pugh分類A）　症例（強い推奨）

●2次治療:レゴラフェニブ
・ソラフェニブ治療後画像進行を認める
・ソラフェニブに忍容性を示した
・肝予備能が良好（Child-Pugh分類A）　症例（強い推奨）

重大な副作用

用法用量

剤形

一般名
商品名(会社名)

分類 VEGFRチロシンキナーゼ阻害薬

レンバチニブソラフェニブ レゴラフェニブ ラムシルマブ
カプセル4mg錠200mg 錠40mg 点滴静注液100mg・500mg

単独使用単独使用 ー ー
ーー 単独使用 *1*3 単独使用 *2*3

体重60kg以上の場合は12mg、
体重60kg未満の場合は8mgを

1日1回経口投与

手足症候群、TEN、
Stevens Johnson症候群、
出血、高血圧クリーゼ、
心筋虚血・心筋梗塞　など

高血圧、出血、血栓塞栓症、
手足症候群　など

血栓塞栓症、消化管穿孔、消化管
出血、Infusion reaction　など

手足症候群、TEN、
Stevens Johnson症候群、
肝機能障害、出血、
高血圧　など

1回400mgを
1日2回経口投与

1日1回160mgを食後に
3週間連日経口投与し、
その後1週間休薬。

これを1サイクルとして繰り返す

2週間に1回8mg/kg(体重)を
60分かけて点滴静注

抗VEGFR抗体製剤

レンビマ(エーザイ)ネクサバール(バイエル) スチバーガ(バイエル) サイラムザ(リリー)

1次治療

2次治療

肝
細
胞
が
ん
関
連 位置

付け

レゴラフェニブ ラムシルマブ

レンバチニブ

肝細胞がん

ソラフェニブ
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時間外・休日労働等に対する割増賃金（労基法
37条）の請求権も当分の間、3年に延長されたと
いうことは、不払い残業代も3年間に遡って請求
されるということになります。事業主の皆様お気
をつけてください。
さらに言えば、残業代の未払いについて裁判所
が付加金を命じた場合は最大で2倍に跳ね上が
る可能性もあります。（労基署の監督官が言って
いました。）
前号は、お休みさせていただいていましたが、コ
ロナ禍による売り上げの減少等で雇用調整助成
金の相談で忙殺されていました。相談事業者とし
て医療関係もありました。
５月の後半に入り、助成金の申請も簡素化さ
れ、手続きが簡単になっています。
　令和2年6月初め現在は、旬な話題なので雇用
調整助成金を取り上げようと思いましたが、Poti
が発行されるころは、おそらく、また、手続の仕方
や休業手当の上限額等が変わっている可能が非
常に高いため、今回は取り上げませんでした。

　雇用調整助成金の申請について、今回、お話し
しました労働者名簿、賃金台帳、タイムカードなど
や休業協定書等の添付書類が多く、普段、しっか
り労務管理を整備していない会社にとっては、こ
ちらが丁寧に説明していたつもりでも、煩雑で
“チンプンカンプン”と言われる会社が多いです。
また、会社によっては、深夜の割増賃金、時間
外労働時間割増賃金も法律に沿って支払ってい
ないところが多いのも事実でした。　　　　　
新聞でも、雇用調整助成金の手続きは、煩雑で

書類が多いという記事がありました。
しかし、日頃から、労基法に沿った労務管理を

していれば、手続きに関してはさらに簡素化され、
支給申請もスムーズにいくんじゃない？と個人的
には思ってしまいます。
　今まで労務管理をあいまいにしてこられたとこ
ろは、この機会に、労務管理についても法令に沿
うように見直しをされたほうがいいかもしれませ
ん。

◎ 社労士・福田のよもやま話 ◎ 

◆付加金の請求期間の延長
　付加金とは、裁判所が、労働者の請求により、事業主に対して未払賃金に加えて支払を命じることができるものをい
います。
　令和２年４月１日以降に、割増賃金等の支払がされなかったなどの違反があった場合、付加金を請求できる期間を５
年（これまでは２年）に延長しつつ、当分の間はその期間は３年となります。

◆賃金台帳などの記録の保存期間の延長
　事業者が保存すべき賃金台帳などの記録の保存期間について、５年に延長しつつ、当分の間はその期間は３年とな
ります。

福田社労士事務所　代表　社会保険労務士　福田久徳
福岡県社会保険労務士会　労務管理会、賃金部会所属　厚生労働省委託事業・派遣元責任者講習会主任講師
福岡県商工会連合会　経営改善専門相談員

人事評価制度、賃金制度設計、ワークライフバランス、高年齢雇用、就業規則作成に至るまで、労働法、社会保険法を熟知しながらも、企業の組織風土
に合わせた労務管理コンサルタントを中心に活動、他にセミナー講師等

●社会保険労務士 福田久徳氏プロフィール

〒810-0042 福岡市中央区赤坂1丁目10-26 重松第5ビル3階　TEL.092-726-8383　FAX.092-726-8384　 
ホームページ https：//fukuda‐sr.com 　E:mail info@fukuda-sr.com

金品の返還（労基法23条、賃金の請求に限る）
　使用者は、労働者の死亡又は退職の場合で、権利者の請求があった場合、７日以内に賃金を支払い、積立
金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。

賃金の支払（労基法24条）
　①賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
　②賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時については、この限り
でない。

非常時払（労基法25条）
　使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請
求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。

休業手当（労基法26条）
　使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均
賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。

出来高払制の保障給（労基法27条）
　出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保
障をしなければならない。

時間外・休日労働等に対する割増賃金（労基法37条）
　使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、
その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の２割５分以上５割以下

付加金制度の対象となるもの

解雇予告手当（労基法20条１項）
　使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30
日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。

休業手当（労基法26条）
割増賃金（労基法37条） 
年次有給休暇中の賃金（労基法39条9項）

保存期間延長の対象となるもの

①労働者名簿（記載事項）
　（1）労働者の氏名　（2）生年月日　（3）履歴　（4）性別　（5）住所　（6）従事する業務の種類　
　（7）雇入れの年月日　（8）退職の年月日及びその事由(解雇の場合はその理由) 
　（9）死亡の年月日及びその原因

②賃金台帳（記載事項）
　（1）賃金計算の基礎となる事項　（2）賃金の額　（3）氏名　（4）性別　（5）賃金計算期間　（6）労働日数　
　（7）労働時間数　（8）時間外労働、休日労働及び深夜労働の労働時間数
　（9）基本給、手当その他賃金の種類ごとにその金額　
　（10）労使協定により賃金の一部を控除した場合はその額

③雇入れに関する書類…雇入決定関係書類、契約書、労働条件通知書、履歴書など

④解雇に関する書類…解雇決定関係書類、予告手当または退職手当の領収書など

⑤災害補償に関する書類…診断書、補償の支払、領収関係書類など

⑥賃金に関する書類…賃金決定関係書類、昇給減給関係書類など

⑦その他の労働関係に関する重要な書類
　　出勤簿、タイムカードなどの記録、労使協定の協定書、各種許認可書、始業・終業時刻など労働時間の記録
に関する書類、退職関係書類など

⑧ 労働基準法施行規則・労働時間等設定改善法施行規則で保存期間が定められている記録
（※起算日の明確化を行う記録は、このうち賃金の支払いに係るものに限ります。）

の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長
して労働させた時間が１ヶ月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常
の労働時間の賃金の計算額の５割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

年次有給休暇中の賃金（労基法39条9項） 
　使用者は、第1項から第3項までの規定による有給休暇の期間又は第4項の規定による有給休暇の時間につい
ては、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、それぞれ、平均賃金若しくは所定労働時間労働し
た場合に支払われる通常の賃金又はこれらの額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の
賃金を支払わなければならない。
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 時間外・休日労働等に対する割増賃金（労基法
37条）の請求権も当分の間、3年に延長されたと
いうことは、不払い残業代も3年間に遡って請求
されるということになります。事業主の皆様お気
をつけてください。
　さらに言えば、残業代の未払いについて裁判所
が付加金を命じた場合は最大で2倍に跳ね上が
る可能性もあります。（労基署の監督官が言って
いました。）
 前号は、お休みさせていただいていましたが、コ
ロナ禍による売り上げの減少等で雇用調整助成
金の相談で忙殺されていました。相談事業者とし
て医療関係もありました。
　５月の後半に入り、助成金の申請も簡素化さ
れ、手続きが簡単になっています。
　令和2年6月初め現在は、旬な話題なので雇用
調整助成金を取り上げようと思いましたが、Poti
が発行されるころは、おそらく、また、手続の仕方
や休業手当の上限額等が変わっている可能が非
常に高いため、今回は取り上げませんでした。

　雇用調整助成金の申請について、今回、お話し
しました労働者名簿、賃金台帳、タイムカードなど
や休業協定書等の添付書類が多く、普段、しっか
り労務管理を整備していない会社にとっては、こ
ちらが丁寧に説明していたつもりでも、煩雑で
“チンプンカンプン”と言われる会社が多いです。
　また、会社によっては、深夜の割増賃金、時間
外労働時間割増賃金も法律に沿って支払ってい
ないところが多いのも事実でした。　　　　　
　新聞でも、雇用調整助成金の手続きは、煩雑で
書類が多いという記事がありました。
　しかし、日頃から、労基法に沿った労務管理を
していれば、手続きに関してはさらに簡素化され、
支給申請もスムーズにいくんじゃない？と個人的
には思ってしまいます。
　今まで労務管理をあいまいにしてこられたとこ
ろは、この機会に、労務管理についても法令に沿
うように見直しをされたほうがいいかもしれませ
ん。

◎ 社労士・福田のよもやま話 ◎ 

◆付加金の請求期間の延長
　付加金とは、裁判所が、労働者の請求により、事業主に対して未払賃金に加えて支払を命じることができるものをい
います。
　令和２年４月１日以降に、割増賃金等の支払がされなかったなどの違反があった場合、付加金を請求できる期間を５
年（これまでは２年）に延長しつつ、当分の間はその期間は３年となります。

◆賃金台帳などの記録の保存期間の延長
　事業者が保存すべき賃金台帳などの記録の保存期間について、５年に延長しつつ、当分の間はその期間は３年とな
ります。

福田社労士事務所　代表　社会保険労務士　福田久徳
福岡県社会保険労務士会　労務管理会、賃金部会所属　厚生労働省委託事業・派遣元責任者講習会主任講師
福岡県商工会連合会　経営改善専門相談員

人事評価制度、賃金制度設計、ワークライフバランス、高年齢雇用、就業規則作成に至るまで、労働法、社会保険法を熟知しながらも、企業の組織風土
に合わせた労務管理コンサルタントを中心に活動、他にセミナー講師等

●社会保険労務士 福田久徳氏プロフィール

〒810-0042 福岡市中央区赤坂1丁目10-26 重松第5ビル3階　TEL.092-726-8383　FAX.092-726-8384　 
ホームページ https：//fukuda‐sr.com 　E:mail info@fukuda-sr.com

金品の返還（労基法23条、賃金の請求に限る）
　使用者は、労働者の死亡又は退職の場合で、権利者の請求があった場合、７日以内に賃金を支払い、積立
金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。

賃金の支払（労基法24条）
　①賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
　②賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時については、この限り
でない。

非常時払（労基法25条）
　使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請
求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。

休業手当（労基法26条）
　使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均
賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。

出来高払制の保障給（労基法27条）
　出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保
障をしなければならない。

時間外・休日労働等に対する割増賃金（労基法37条）
　使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、
その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の２割５分以上５割以下

付加金制度の対象となるもの

解雇予告手当（労基法20条１項）
　使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30
日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。

休業手当（労基法26条）
割増賃金（労基法37条） 
年次有給休暇中の賃金（労基法39条9項）

保存期間延長の対象となるもの

①労働者名簿（記載事項）
（1）労働者の氏名　（2）生年月日 （3）履歴　（4）性別　（5）住所　（6）従事する業務の種類　
（7）雇入れの年月日　（8）退職の年月日及びその事由(解雇の場合はその理由) 
（9）死亡の年月日及びその原因

②賃金台帳（記載事項）
（1）賃金計算の基礎となる事項　（2）賃金の額　（3）氏名　（4）性別　（5）賃金計算期間　（6）労働日数　
（7）労働時間数　（8）時間外労働、休日労働及び深夜労働の労働時間数
（9）基本給、手当その他賃金の種類ごとにその金額　
（10）労使協定により賃金の一部を控除した場合はその額

③雇入れに関する書類…雇入決定関係書類、契約書、労働条件通知書、履歴書など

④解雇に関する書類…解雇決定関係書類、予告手当または退職手当の領収書など

⑤災害補償に関する書類…診断書、補償の支払、領収関係書類など

⑥賃金に関する書類…賃金決定関係書類、昇給減給関係書類など

⑦その他の労働関係に関する重要な書類
　　出勤簿、タイムカードなどの記録、労使協定の協定書、各種許認可書、始業・終業時刻など労働時間の記録
　に関する書類、退職関係書類など

⑧ 労働基準法施行規則・労働時間等設定改善法施行規則で保存期間が定められている記録
　（※起算日の明確化を行う記録は、このうち賃金の支払いに係るものに限ります。）

の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長
して労働させた時間が１ヶ月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常
の労働時間の賃金の計算額の５割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

年次有給休暇中の賃金（労基法39条9項） 
　使用者は、第1項から第3項までの規定による有給休暇の期間又は第4項の規定による有給休暇の時間につい
ては、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、それぞれ、平均賃金若しくは所定労働時間労働し
た場合に支払われる通常の賃金又はこれらの額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の
賃金を支払わなければならない。

● ● ●     314 ● ● ● Vol.61Vol.61

ここらで 一 服 、労
務 管 理 の お 話 。




